
地域医療の確保に関する重点提言 

 地域医療保健の充実強化を図るため、国は、次の事項について積極的な措置

を講じられたい。 

１．医師等の確保及び偏在対策について 

（１）安心で質の高い地域医療サービスを安定的に提供するため、産科・小児

科・外科・麻酔科等の医師・看護師等の不足や地域間・診療科間等の偏在

の実態を踏まえ、地域に根差した医師を養成するなど、地域を支える医師・

看護師等の絶対数の確保及び偏在の是正に資する即効性・実効性のある施

策を早急に講じるとともに、十分な財政措置を講じること。 

（２）医師や看護師・助産師等医療を支える専門職の養成・確保及び地域の定

着等を図るため、労働環境の改善等に資する支援策を講じるとともに、十

分な財政措置を講じること。 

特に、出産・子育て等により離職した医師及び看護師等の再就業に資す

る支援策を充実すること。 

（３）新専門医制度については、医師偏在を助長すること等のないよう検証を

行うとともに、都市自治体等の意見を十分に踏まえ、総合診療を行うなど

地域に貢献する医師にインセンティブが働く仕組みの構築や専門医の資格

取得において地域医療に従事する医師を優遇するなど、国の責任において

必要な措置を講じること。 

２．医師偏在対策、医療従事者の働き方改革、地域医療構想等の地域医療への

影響が大きい取組について、「地域医療確保に関する国と地方の協議の場」等

において、地方と丁寧かつ十分に協議を行い、その意見を施策に反映すると

ともに、地域の実情に応じた十分な支援策を講じること。 

特に、医師の働き方改革については、大学の医局等からの医師派遣の中止・

削減等により、地域医療が崩壊することがないよう、地域医療の実情を踏ま

え、慎重な制度移行に努めること。 

３．自治体病院等について 

（１）自治体病院をはじめ地域の中核病院について、地域の実態に応じた医療



の確保や経営基盤の安定化を図るため、十分な財政措置等を講じること。 

（２）病院事業において生じる控除対象外消費税負担が公的病院等の経営に深

刻な影響を与えていることから、消費税制度の見直しを図るなど、必要な

対策を講じること。 

（３）都市自治体が行っている公的病院等への助成について、地域の実情に配

慮した十分な財政措置を講じること。 

 

４．救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療等

の体制整備・運営等の充実強化を図るため、実効ある施策と十分な財政措置

を講じること。 

 

５．がん対策の一層の充実を図るため、がん検診のＤＸ化を含め、がん検診の

総合支援事業を拡充するなど、都市自治体が実施するがん検診事業に対する

十分な財政措置を講じるとともに、受診率の向上策を強化すること。 

 

６．感染症対策について 

（１）国民が等しく予防接種を受けることができるよう、定期予防接種のワク 

チンに対し、十分な財政措置を講じること。 

また、おたふくかぜ、帯状疱疹等のワクチンについて、必要性、費用、

有効性等を十分に検証したうえで、早期に定期予防接種として位置付ける

とともに、住民や現場に混乱を招くことのないよう、速やかな情報提供と

十分な準備期間を確保すること。 

（２）新興感染症等がまん延した際に、医療等が逼迫する状況が生じないよう、

医療提供体制及び保健所体制等の強化に資する十分な財政措置を講じると

ともに、都市自治体や医療機関等が広域的かつ機動的に対応できるよう、

必要な法整備や支援策を講じること。 

また、地域の実情に応じた機動的な感染症対策を実施するため、新型イ

ンフルエンザ等対策特別措置法に基づく権限を財源と併せて指定都市に移

譲するよう、十分検討すること。 

 

７．新型コロナウイルス感染症対策関係について 

（１）新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等を行う医療機関に対して、国



民や保健・医療の現場に混乱が生じないよう、必要な財政措置を講じると

ともに、支援を終了する場合は、適切な経過措置等を講じること。 

（２）新型コロナワクチン接種について 

  １）令和６年度以降、特例臨時接種が終了する中、接種事業を継続して行

う必要性や有効性に係る知見等について、国の責任において、国民が理

解できるよう、わかりやすく周知すること。 

  ２）令和６年度以降のワクチンの確保方法、流通方法、調達価格の見込み、

医療機関との委託契約・調整等に関して、様々な課題が生じることが見

込まれることから、地域において支障なく接種するための具体的なスキ

ームを早期に提示すること。 

    また、都市自治体が関与することとなった場合、接種体制の構築等に

必要な財源を確保すること。 

  ３）新型コロナワクチン接種は、これまで全国民を対象に継続して実施さ

れてきたことから、少なくとも季節性インフルエンザワクチンと同水準

の負担で接種できるよう国費による財政支援を含め多面的に検討を行い、

希望する高齢者等が安心して接種できる仕組みを構築すること。 

  ４）令和６年度以降、「定期の予防接種」とする場合、ワクチンの確保から

副反応への対応に至るまで地域の医療機関の理解と協力が必要不可欠で

あるため、国において、医師会等の医療関係団体の全面的な理解と協力

を得ること。 

  ５）令和５年秋接種について、国の責任において、都市自治体が必要とす   

   るワクチン量を速やかに供給するとともに、地方自治体の接種事業に支  

   障が生じないよう、個々の実情を踏まえながら、財政措置を含めた適切

な支援策を講じること。 


